
令和４年度に予定される主な制度改正について 

 
１ 子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置 

未就学児の国民健康保険料（税）について、被保険者均等割額の５割を軽減し、その減額相

当額を公費で負担。 

軽減対象者：全世帯の未就学児 

負担割合：国１／２、都道府県１／４、市町村１／４ 

施行期日：令和４年４月１日 

※７・５・２軽減対象の未就学児の場合、軽減後の保険料（税）が５割軽減される 

 

２ 国民健康保険料（税）の賦課限度額の引き上げ 

国民健康保険料（税）の基礎賦課（課税）限度額について、現行の 63万円から 65万円に２

万円引上げ、後期高齢者支援金等賦課（課税）限度額について、現行の 19万円から 20万円に

１万円引上げ、介護納付金賦課（課税）限度額は現行の 17万円で据え置き。（合計 99万円か

ら 102万円に３万円引上げ） 

Ｒ３年度内に地方税法施行令等が改正され、それを踏まえて各自治体で条例を改正。 

施行期日：令和４年４月１日（予定） 

 

資料４ 

（出典：R3.10.22 第 146 回社会保障審議会医療保険部会資料） 

新たな公費による軽減部分 



 

３ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大 

週労働時間 20 時間以上などの要件を満たす短時間労働者を対象とする被用者保険の適用

が、令和４年 10月から 100人超事業所に拡大。（現行は 500人超事業所） 

 

 

（出典：厚生労働省年金局資料） 


